
石綿含有仕上げ塗材の除去工事中の住民の導線については常時通行
できるようにするものとし、施工上やむを得ない場合は監督職員との協
議によるものとします。
養生範囲については上記を満たすよう受注者にて検討するものとしま
す。

No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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図面番号7　配置図兼仮設計画図(参考図)の仮囲い範囲は資材置き場
として利用を想定している児童遊園内のみになります。
こちらは参考図ですので、受注者の責において安全な計画の上、設置す
るものとします。

図7/24の仮設計画図ですが、外壁改修時の仮囲い範囲の線
が解りづらいのですが児童遊園内のみと考えてよろしいでしょ
うか。他の範囲があればご指示ください。

図21/24の多目的広場ＰC丸太擬木ベンチのメーカー名・品名
ご指示願います。

図面番号21　多目的広場・児童遊園　外構図のＰC丸太擬木ベンチは
（株）ナベシマ　丸太ベンチ２C号又は同等品以上とします。

質疑・回答書

告示番号 第 366 号 件　　　　名 市営小曽根住宅1棟外2棟外装改修工事

回　　　　答質疑事項

図4/24石綿含有仕上げ塗材の除去工事の養生範囲や作業
中の住民様の導線はどのように考えればよろしいでしょうか。
具体的にご指示願います。


